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た た ら ま さ ご

緒　言

手鑑「多々良の麻佐古」は、元長州藩士で、明治期に宮内省の要職を歴任し、能書家としても
知られる杉孫七郎（1835～1920、重華、聴雨）が、かつての主家である大内氏の書跡を蒐集し、
手鑑に仕立てたものである。
大内弘世から義長に至る大内氏歴代当主の文書が並ぶことに加え、書下・安堵状・下文・連署

状など様々な書式の文書が含まれ、中世武家文書の様式を通覧できる点が特色で、これまで史料
集等に未掲載の古文書を多く含むなど、大内氏及び山口県の中世史研究においても貴重な資料で
ある。
　企画展『手鑑「多々良の麻佐古—中世大名大内氏文書の粋—」』（令和5年11月23日～令和6年
2月4日）は、この手鑑を通して大内氏歴代文書の魅力を紹介するものです。本書が、大内氏の歴
史と中世文書の成り立ちを理解する一助となれば幸甚である。
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「多々良の麻佐古」の概要

大内弘世（14世紀中頃）から大内義長（16世紀中頃）に至る、大内氏歴代の文書24点、善福
寺（現在の山口市道場門前にあった時宗寺院）文書16点（前記の大内氏歴代文書のうち8点を
含む）、家臣の発給文書、大内持世・大内政弘等の和歌、大内氏勘合貿易印の印影など計55点
が収録されている（別表１参照）。

年代は、明記してあるものでは最も古いものが正平12年（1357年）7月13日付け、新しいも
のは永禄10年（1567年）11月16日付けである。

標題の「多々良」は大内氏の本姓であり、大内氏ゆかりの書跡を真砂（美しい砂）に例えた
ものであろう。

平成25年（2013）6月に、孫七郎の曾孫・杉德和氏から県立山口博物館に寄贈された「杉孫
七郎関係資料」780点のひとつである。

なお、令和元年（2019）12月6日付けで、山口県指定有形文化財に指定された。指定内容は
下記のとおりである。

1　種　別／記号番号　　　有形文化財（書跡）／書第11号　
2　名　称 手鑑「多々良の麻佐古」
3　員　数 1帖
4　品質、形状、寸法　　　法帖仕立、縦49.4㎝、横55.6㎝、厚さ6.7㎝、木箱入
5　制作の時代又は年代　　明治27年（1894年）8月 
6　所在の場所 山口市春日町8番2号　山口県立山口博物館
7　所有者 山口県（山口市滝町1番1号）
8　概　要

冒頭より、大内弘世から義長までの発給文書や和歌が15点、歴代順に並べられている。
中ほどは、家臣の発給文書や和歌、毛利家所蔵の印章の印影が年代と関わりなく配置され
る。最後に、中世・山口町にあった善福寺文書16点（大内氏歴代発給文書8点を含む）が
配されている。大内氏歴代の花押が並ぶことに加え、書下・安堵状・下文・連署状など書
式も多様で、中世武家文書の様式を通覧できる。

標題の「多々良」は大内氏の本姓であり、大内氏ゆかりの書跡を真砂（まさご、細かい
砂）に例えたものであろう。

編者の杉孫七郎（1835～1920）は、長州藩士植木五郎右衛門の二男として山口に生まれ、
のち杉家を継いだ。維新後、明治政府に出仕し、宮内庁関係の要職を歴任した。この杉家
（伯耆守家）は、大内氏の譜代家臣である杉氏の惣領家にあたり、豊前守護代を世襲した。

本帖は、能書家としても知られる杉孫七郎が、杉氏の主家である大内氏ゆかりの古文書
を収集し、手鑑としてまとめたもので、孫七郎の優れた蒐集眼に適った秀逸な作品に仕上
がっている。また、内容的に既存の史料集に未掲載のものを多く含むなど、防長の中世史
研究において貴重な資料である。なお、本帖を以て、山口県指定有形文化財の手鑑は3件
となる（「手鑑」・山口市蔵、手鑑「筆陳」・下関市蔵）。
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企画展　手鑑「多々良の麻佐古」　出品目録

番号 名称 宛所 年代 員数 備考

1 大内弘世書下 正平12年7月13日 1 宛所は長門一宮大宮司か

2 大内義弘安堵状 極楽寺 応永6年9月26日 1

3 大内満弘安堵状 和田士貞 永徳元年11月3日 1 長府毛利家 「筆陳」から杉孫七郎に
譲与

4 大内盛見書下 当寺住持 応永24年7月16日 1

5 大内持世書状 一宮大宮司 12月13日 1

6 大内持世和歌懐紙 3 長府毛利家 「筆陳」から杉孫七郎に
譲与

7 大内教弘安堵状 禅吉蔵主 享徳2年2月25日 1

8 大内政弘和歌懐紙詠草 3 長府毛利家 「筆陳」から杉孫七郎に
譲与

9 大内義興袖判下文 金子弥十郎家親 明応4年4月29日 1

10 大内義興書状 益田治部少輔 (永正4年)5月13日 1

11 大内義隆袖判安堵状 天文19年11月21日 1 状末尾の印、蔵書印か

12 大内義隆書状 杉豊後守 (天文元年)12月4日 1

13 大内義隆自筆書状 環翠軒 黄鐘27日 1 長府毛利家 「筆陳」から杉孫七郎に
譲与

14 大内義隆自筆書状 勘解由少路 (天文元年)11月6日 1 極札2枚貼付、自筆書状で花押がこの
形のものは唯一

15 大内義長感状 英梅軒 弘治2年6月26日 1

16 大内氏奉行人連署書状 棚守左近大夫 (天文10年)3月5日 1

17 大内氏奉行人連署奉書 光教寺 享禄4年12月11日 1

18 大内義弘安堵状 明徳3年6月3日 1

19 毛利輝元安堵状 当住玄授 永禄10年11月16日 1

20 榎本元吉書状 棚守左近将監 卯月4日 1

21 杉重信（重矩）書状 金子平五郎 (天文3年)11月3日 1 21・22は同一紙に貼付、長府毛利家「筆
陳」から杉孫七郎に譲与

22 杉弘相書状 天野堀式部大輔 (明応9年)2月6日 1 21・22は同一紙に貼付、長府毛利家「筆
陳」から杉孫七郎に譲与
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凡　例

一、本書は、企画展「手鑑「多々良の麻佐古」」の展示解説書として、和田秀作・山田稔「史料紹介　
　手鑑「多々良の麻佐古」（１）」、「同（２）」（『山口県立山口博物館研究報告』第47号・　　　
　2021、同48号・2022）を再編集したものである。

杉氏系統表

(?～1380) (1356～99) (1394～1441)

(?～1397)

（晴英）

(1377～1431) (1420～65) (1446～95) (1477～1528) (1507～51) (?～1557)

(?～1401)

弘茂

盛見

持世

教弘 政弘 義隆 義長

弘世 義弘

満弘

義興

系統名 仮名・官途 通字 主な役職 相伝文書 実名<法名> 系譜

① 伯耆守系
七郎→伯耆守/新左衛門
尉・因幡守・彦八郎

重 豊前守護代
杉家寄贈資料
（閥79杉七郎左
衛門）

<智高>・重綱・重宗・重国(宗国)・武
勝・重清・重信(重矩)・重輔・重良・元
良・弘固<秀蓮>・隆哉・重祐・隆辰

惣領家。

② 豊後守系
弾正忠→豊後守/十郎・彦
四郎・修理亮・中務丞

連・運 周防守護代→筑前守護代
重連・重貞<道平>・盛重・弘重・弘英・
武連・興長・興運・連緒

③ 次郎左衛門尉系 小次郎→次郎左衛門尉/
越前守

相・宣
安芸東西条代官→安芸守護
代？/「山城下狛大将」/山城綴
喜郡代/在京雑掌

重宣？・盛宣？・弘相・興宣・興相・隆
宣・長相（元相）･元宣

④ 美作守系
勘解由左衛門尉→美作守
/彦三郎・余次郎

相隆・>珊宗<道興・>・武道梧惣<道重人行奉道

⑤ 備中守系 備中守/孫次郎・平左衛門尉 ？明右・明武・明秀・明頼・茂重・明重人行奉/代護守泉和明 豊後守系の庶家？

⑥ 三河守系
兵庫助→三河守/彦七・民
部大輔

隆？ 奉行人/山城愛宕郡代
重隆<宗酉>・弘隆・興重<宗長>・隆
重・正重・隆宗・長清・元重

伯耆守系の庶家？

⑦ 木工助系
孫三郎→木工助/三郎・彦
九郎・民部丞・備前守

奉行人/「侍大将」
萩博物館寄託杉
家文書（永田秘
録巻76)

弘依・興頼・隆泰・長元・鎮頼・弘信？ 備中守系の庶家？

一、収録資料は、手鑑「多々良の麻佐古」のうち、企画展出品資料22点（指定番号１～22）である。
一、資料の配列は、手鑑の現状の配列のとおりとした。
一、資料名は、原則として指定時の名称を採用したが、その後の知見を加えて部分的に改めたものも

ある。
一、資料の形態は、その形状によって竪紙、折紙などと示した。
一、資料の寸法は、センチ単位でミリまで示した。
一、字体は常用漢字を基本とし、それに読点・並列点を加えた。表外漢字や変体仮名などは、一部を

除き通用漢字や平仮名に改めた。
一、説明注は（　　）で示し、そのうち地名注は旧国名＋旧郡名を付した。
一、抹消文字の判読が可能な場合は、左側に見消（みせけち）の記号（ ）を付し、右側に訂正後の

文字を記した。　　
一、判読が困難で文字が確定できない場合は で示した。
一、異筆については、「　　」で括り、（異筆）と注記した。また、本文以外の部分も「　　」で括

り、その性質に従って（封紙）などと注記した。
一、極札については、筆者の特定はせず、釈文や印文を記すにとどめた。
一、各資料の本文は、原則として原文のとおりに改行した。また、折紙の場合は、折り返し部分を』

で示した。
一、年月日・差出人・宛名の位置関係については、原則として原文のとおりとした。

大内氏略系図
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１　

大
内
弘
世
書
下

一
通　

竪
紙　

縦
三
〇
・
四
、
横
四
四
・
八

【
釈
文
】

「（
極
札
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
内
殿
弘
世
公
御
判
形

当
国　

長
州　

（
黒
印
）」

（
印
文「
琴
山
」）

当
国
長
州
凶
徒
退
治
事
、
早
速

達
所
存
者
、
当
社
於　

一
宮
遂

修
造
并
臨
時
祭
礼
、
令
参
詣
、

可
致
精
誠
之
状
如
件
、

　

（
一
三
五
七
年
）

　

正
平
十
二
年
七
月
十
三　

日　

散
位
多
々
良
弘
世

（
花
押
）

【
解
説
】

　

大
内
弘
世
が
、
長
門
国
の
「
凶
徒
」
を
退
治
す
る
と
い
う
望
み
を
果
た
し
た

な
ら
ば
、
長
門
国
一
宮（
現
、
下
関
市
の
住
吉
神
社
）を
修
理
し
て
臨
時
の
祭
礼

を
行
い
、
自
ら
参
詣
す
る
こ
と
を
誓
っ
た
も
の
。
こ
の
当
時
、
大
内
弘
世
は
南

朝
方
の
周
防
国
守
護
と
し
て
隣
国
長
門
へ
侵
攻
中
で
あ
り
、
こ
こ
で
い
う
凶
徒

と
は
、
北
朝
方
の
長
門
国
守
護
で
あ
っ
た
厚
東
氏
を
指
す
。
後
年
、
弘
世
は
厚

東
氏
を
長
門
国
か
ら
逐
う
と
、
約
束
ど
お
り
同
宮
を
再
建
し
た
。
現
在
、
国
宝

に
指
定
さ
れ
て
い
る
住
吉
神
社
本
殿
は
、
こ
の
時
に
作
ら
れ
た
も
の
。
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お
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う
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ひ
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か
き 

く
だ
し
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と
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２　

大
内
義
弘
安
堵
状

一
通　

竪
紙　

縦
三
二
・
一
、
横
四
六
・
四

【
釈
文
】

「（
極
札
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

小
比
叡
社
領

応
永
六
年

九
月
廿
六
日
文　

酉霜　
（
黒
印
）」

（
印
文「
栄
」）

小
比
叡
社
領
長
門
国

得
善
保
所
務
職
事
、

任
証
状
等
之
旨
、
領
掌
不

可
有
相
違
、
於
社
用
者
、
無

退
転
可
有
其
沙
汰
之
状
如
件
、

（
一
三
九
九
年
）

応
永
六
年
九
月
廿
六
日

　
（
大
内
義
弘
）

沙
弥（
花
押
）

　

極
楽
寺

【
解
説
】

　

大
内
義
弘
が
、
極
楽
寺（
現
、
下
関
市
の
日
頼
寺
）に
小
比
叡
社
領
長
門
国
得

善
保
の
管
理
や
租
税
の
徴
収
を
行
う
権
限
を
認
め
た
も
の
。「
沙し

ゃ

弥み

」
と
は
、

剃
髪
・
出
家
し
て
も
依
然
と
し
て
俗
事
に
携
わ
る
者
の
こ
と
。
義
弘
は
四
年
前

に
足
利
義
満
に
同
調
し
て
出
家
し
て
以
降
、
官
職
名
を
記
す
べ
き
公
的
な
文
書

で
は
「
沙
弥
」
を
名
乗
っ
て
い
る
。
な
お
、義
弘
は
三
ヶ
月
後
に
幕
府
軍
と
戦
っ

て
堺
で
戦
死
し
た（
応
永
の
乱
）。
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ひ
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ょ
う

に
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３　

大
内
満
弘
安
堵
状

一
通　

竪
紙　

縦
三
〇
・
六
、
横
三
七
・
〇

【
釈
文
】

「（
極
札
）

　
　
　

　

大
内
多
々
良
伊
予
守
殿
満
弘

弘
世
卿
御
次
男　

石
見
国
都
野
郷
内　
（
黒
印
）」

印
文「
琴
山
」）

（
那
賀
郡
）

石
見
国
都
野
郷
内
加
久
志
村

半
分
事
、
任
関
東
安
堵
之
旨
、

知
行
不
可
有
相
違
之
状
如
件
、

（
一
三
八
一
年
）

永
徳
元
年
十
一
月
三
日　

満
弘（
花
押
）

御

和
田
士
貞
房
房

【
解
説
】

　

大
内
満
弘
が
、
和
田
士
貞
に
石
見
国
都
野
郷
加
久
志
村（
現
、
島
根
県
江

津
市
）の
半
分
を
支
配
し
て
租
税
を
徴
収
す
る
権
利
を
認
め
た
も
の
。
満
弘

は
大
内
弘
世
の
三
男
で
、
義
弘
の
弟
、
盛
見
の
兄
に
当
た
る
。
本
文
書
は
、

兄
義
弘
と
大
内
氏
の
家
督
を
争
っ
て
い
た
満
弘
が
、
い
っ
た
ん
和
解
し
て

実
質
的
な
石
見
国
守
護
の
権
限
を
行
使
し
て
い
た
時
期
の
も
の
。
な
お
、

満
弘
の
発
給
文
書
の
原
本
は
本
文
書
を
含
め
て
四
点
し
か
現
存
し
て
い
な

い
。
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お
お　

う
ち　

み
つ　

ひ
ろ　

あ
ん　

ど　

じ
ょ
う

か　

く　

し



４　

大
内
盛
見
書
下

一
通　

竪
紙　

縦
三
三
・
七
、
横
四
七
・
四

【
釈
文
】

「（
極
札
）

　
　
　

大
内
左
京
太
夫
殿
盛
見
朝
臣
御
判
形

長
門
国　

（
黒
印
）」

（
印
文「
琴
山
」）

（
豊
田
郡
）

長
門
国
阿
河
別
苻
潮
音
寺　

事
、
定
置
祈
願
所
者
也
、
仍

可
被
致
天
下
安
穏
・
海
内
無
事
、

殊
家
門
繁
昌
懇
祈
之
状
如
件
、

（
一
四
一
七
年
）　　
　
　
　

（
大
内
盛
見
）

応
永
廿
四
年
七
月
十
六
日　

沙
弥（
花
押
）

　

当
寺
住
持

【
解
説
】

　

大
内
盛
見
が
、
長
門
国
阿

ひ
ろ
も
ち

川
別べ

符ふ（
現
、
下
関
市
豊
北
町
）に
あ
っ
た
潮
音
寺

を
祈
願
所
と
し
、
天
下
安
穏
や
家
門
繁
昌
の
祈
祷
を
す
る
よ
う
命
じ
た
も
の
。

盛
見
は
大
内
弘
世
の
六
男
で
、
義
弘
の
弟
。
義
弘
が
応
永
の
乱
で
戦
死
後
に
、

幕
府
が
支
援
し
た
弟
の
弘
茂
ら
を
破
り
、
大
内
家
を
継
い
だ
。
幕
府
に
そ
の
立

場
を
認
め
ら
れ
て
か
ら
は
長
期
間
在
京
し
、
幕
府
を
支
え
た
。
当
時
は
既
に
出

家
し
て
い
た
た
め
に
、
官
職
名
を
記
す
べ
き
公
的
な
文
書
で
は
剃
髪
・
出
家
し

て
も
依
然
と
し
て
俗
事
に
携
わ
る
者
を
意
味
す
る
「
沙し

ゃ

弥み

」
を
名
乗
っ
て
い
る
。

8
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ち　
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ら
か
き
く
だ
しあ

が
わ
の



５　

大
内
持
世
書
状

一
通　

竪
紙　

縦
二
七
・
〇
、
横
四
三
・
七

【
釈
文
】

「（
極
札
）

　
　

大
内
殿
持
世
公

為
法
楽
三
首
和
歌　

（
黒
印
）」

（
印
文「
琴
山
」）

為
法
楽
三
首
和
歌
候
、　

可
有
奉
納
社
頭
候
、
恐
々

謹
言
、

（
永
享
十
一
年
＝
一
四
三
九
年
ヵ
）

十
二
月
十
三
日　

持
世（
花
押
）

一
宮
太
宮
司
殿

【
解
説
】

　

大
内
持
世
が
、
長
門
国
一
宮（
現
、
下
関
市
の
住
吉
神
社
）の
神
を
楽
し
ま
せ

る
た
め
に
自
作
の
和
歌
三
首
を
奉
納
す
る
よ
う
大
宮
司
に
指
示
し
た
も
の
。
年

代
は
、
持
世
の
花
押
の
形
状
を
ふ
ま
え
る
と
永
享
十
一
年（
一
四
三
九
）頃
の
も

の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
と
き
奉
納
さ
れ
た
和
歌
三
首
は
、
具
体
的
に
は
不
明
。

持
世
は
大
内
氏
歴
代
で
も
屈
指
の
歌
人
で
あ
り
、
将
軍
足
利
義
教
か
ら
和
歌
の

添
削
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
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６　

大
内
持
世
和
歌
懐
紙

一
通　

竪
紙　

縦
三
二
・
〇
、
横
四
四
・
四

【
釈
文
】

「（
極
札
）く

れ
そ
め
て
三
首
之
懐
紙
酉
閏十

（
黒
印
）」

（
印
文「
栄
」）

　

冬
日
詠
三
首
和
歌

刑
部
少
輔
持
世

　
　

松
雪

く
れ
そ
め
て
浦
ふ
く
風
も

い
と
ゝ
な
を
さ
む
き
い
り
え
の

ま
つ
の
し
ら
雪

　
　

歳
暮

と
し
や
ゆ
く
春
や
か
へ
る
と

さ
ま
〳
〵
に
思
そ
わ
か
ぬ

け
ふ
の
こ
よ
ひ
は

　
　

神
祇

ひ
た
す
ら
に
神
を
た
の
み
て

と
し
も
へ
ぬ
い
つ
れ
の
春
の

め
く
み
を
か
見
む

【
解
説
】

　

大
内
持
世
が
、
寒
さ
の
厳
し
い
真
冬
の
情
景
や
感
慨
を
詠
ん
だ
和
歌
。
詠
ん

だ
時
期
は
「
刑ぎ

ょ
う
ぶ
の部

少し
ょ
う輔

」
と
い
う
官
職
名
か
ら
永
享
四
年（
一
四
三
二
）四
月
以

前
の
も
の
。
こ
れ
ら
の
和
歌
は
、
文
明
十
三
年（
一
四
八
一
）に
大
内
政
弘
が
書

写
さ
せ
た
長
門
国
一
宮（
現
、
下
関
市
の
住
吉
神
社
）伝
来
文
書
の
写
し（「
政
弘

本
」）に
も
採
録
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
宮
に
奉
納
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
が
、
№
５
と
は
直
接
に
は
関
係
が
な
い
。

10
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７　

大
内
教
弘
安
堵
状

一
通　

竪
紙　

縦
三
四
・
二
、
横
四
八
・
〇

【
釈
文
】

「（
極
札
）

　
　

大
内
殿
教
弘
公
御
判
形
長
門
国
苻　

（
黒
印
）」

（
印
文「
琴
山
」）

（
豊
東
郡
）

長
門
国
苻
潮
音
院
・
同
国　

（
豊
田
郡
）

阿
川
別
苻
潮
音
寺
免
田

畠
等
事
、
任
去
応
永
廿
四
年

（
大
内
盛
見
）

七
月
十
六
日
国
清
寺
殿
并
永
享

（
大
内
持
世
）

十
二
年
二
月
廿
一
日
澄
清
寺
殿
証
判
、

次
文
安
五
年
三
月
廿
六
日
禅
園

置
文
之
旨
、
寺
務
不
可
有
相
違
之
状

如
件
、

　
　
　
（
一
四
五
三
年
）　　
　
　
　
　
　
　

　
　

享
徳
二
年
二
月
廿
五
日　

　

従
四
位
下
行
左
京
大
夫
多
々
良
教
弘
朝
臣（
花
押
）

　
　

禅
吉
蔵
主

【
解
説
】

　

大
内
教
弘
が
、
大
内
家
代
々
や
寺
の
先
代
の
証
拠
書
類
に
も
と
づ
き
、
長
門

国
府（
現
、
下
関
市
）の
潮
音
院
や
同
国
阿あ

が
わ
の川

別べ
ふ符（

現
、
下
関
市
豊
北
町
）の
潮

音
寺
の
土
地
等
を
禅
吉
蔵ぞ

う

主す

が
所
有
す
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
。
証
拠
書
類
の

一
つ
で
あ
る
「
応
永
廿
四
年
七
月
十
六
日
国こ

く

清し
ょ
う

寺じ

殿
」
の
「
証
判
」
と
は
、
具

体
的
に
は
№
４
を
指
し
て
い
る
。
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８　

大
内
政
弘
和
歌
懐
紙
詠
草

一
通　

竪
紙　

縦
二
七
・
五
、
横
四
四
・
四

【
釈
文
】

「（
極
札
）

　
　
　
　
　
　
　
　

　

大
内
殿
政
弘
公

ひ
と
し
き
り　
　
　
　
　
　

御
加
筆
転
法
輪
殿
公
敦
公
（
黒
印
）」

（
印
文「
琴
山
」）

政
弘

　
　

竹
霰

ひ
と
し
き
り
あ
ら
れ
は
す
き
て
軒
ち
か
き

ま
か
き
の
竹
に
の
こ
る
さ
よ
風

　
　
　
　
　
　
　
　

て
真
名
字
の
ち
う
て
ん
好
さ
る
事

夜
を
寒
み
お
き
出
ゝ
み
れ
は
そ
と
も
な
る

竹
の
葉
そ
よ
き
あ
ら
れ
落
な
り

あ
ら
れ
い
つ
れ
も

　
　
　

玉
を
な
ら
へ
ら
れ
候
歟
、

　
　

千
鳥

は
ら
ひ
あ
へ
す
さ
こ
そ
な
み
た
の
氷
る
ら
ん

こ
ゑ
さ
へ
さ
む
く
ち
と
り
な
く
也

　
　
　
　
　
　
　
　

さ
よ
ち
と
り
な
く
一
こ
ゑ
の
な
み
た
に
は

あ
ま
り
し
ほ
る
ゝ
袖
の
う
へ
か
な

　
　

い
つ
れ
も
物
さ
ひ
て

　
　
　

　
　
　

き
こ
え
候
、

　
　

短
夢

夢
た
に
も
そ
の
ひ
と
こ
と
の
す
ゑ
か
け
て

見
る
は
ま
れ
な
る
世
を
そ
な
く
さ
む

い
く
瀬
と
も
し
ら
ぬ
う
き
世
の
お
も
ひ
川

わ
た
る
ほ
と
な
き
夢
の
う
き
は
し

奥
も
捨
か
た
く
存
候
へ
と
も
、
端
は
猶
題
の

心
殊
勝
に
候
程
に
ま
つ
合
点
申
候
、

　

夢
の
浮
橋
後
用
に

　
　
　
　

た
て
ら
れ
へ
く
候
、

12
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【
解
説
】

　

大
内
政
弘
が
、
三
種
の
題
で
二
首
ず
つ
詠
ん
だ
和
歌
を
、
指
導
を
仰
い
だ
公
卿

の
三
条
公き

ん

敦あ
つ

に
批
評
し
て
も
ら
っ
た
も
の
。
政
弘
が
自
筆
で
記
し
た
同
一
の
題
の

和
歌
二
首
に
、
三
条
公
敦
が
小
さ
な
文
字
で
批
評
を
加
え
、
優
れ
て
い
る
ほ
う
に

合
点
を
つ
け
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
「
竹
霞
」
は
二
首
と
も
、
「
千
鳥
」
は
優
れ

て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
最
初
の
和
歌
が
、
政
弘
の
家
集
「
拾し

ゅ
う

塵じ
ん

和わ

歌か

集し
ゅ
う

」
に
採
録

さ
れ
て
い
る
。
大
内
政
弘
は
、
応
仁
・
文
明
の
乱
で
西
軍
の
主
力
と
し
て
活
躍
し

た
武
将
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
歌
道
に
励
み
、
「
拾
塵
和
歌
集
」

を
編
ん
だ
ほ
か
、
宗
祇
の
「
新し

ん

撰せ
ん

菟つ

玖く

波ば

集し
ゅ
う

」
の
成
立
に
も
大
き
く
貢
献
し
た
。

こ
れ
ら
の
和
歌
は
、
そ
う
い
っ
た
歌
人
と
し
て
の
政
弘
の
姿
を
伝
え
る
好
例
。

13
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９　

大
内
義
興
袖
判
下
文

一
通　

竪
紙　

縦
三
一
・
二
、
横
四
四
・
五

【
釈
文
】

「（
極
札
）

　
　
　

大
内
殿
義
興
公
御
判
形

金
子
弥
十
郎
家
親　

（
黒
印
）」

（
印
文「
琴
山
」）

（
大
内
義
興
）

　
　
（
花
押
）

下　
　
　
　
　
　

金
子
弥
十
郎
家
親　

　

可
令
早
領
知
周
防
伊
賀
道
郷
内

　

拾
弐
石
五
斗
地

能
美
刑
部
左
衛
門
尉

矩
国
跡　
　
　
　
　

事

（
周
防
国
佐
波
郡
）

右
地
事
、
於
防
府
国
庁
庭
上
去
二
月

廿
八
日
内
藤
肥
後
守
弘
矩
誅
戮
之
時
、
為

（
金
子
）

養
父
平
左
衛
門
尉
家
嗣
討
死
之
賞
所

充
行
也
者
、
早
守
先
例
可
全
領
知
之

状
如
件
、

（
一
四
九
五
年
）

　

明
応
四
年
四
月
廿
九
日

　
　
　

【
解
説
】

　

大
内
義
興
が
、
金
子
家
親
に
周
防
国
伊
賀
道
郷（
現
、
柳
井
市
も
し
く
は
山
口

市
徳
地
）内
の
土
地
を
養
父
家
嗣
討
死
の
恩
賞
と
し
て
与
え
た
も
の
。
本
文
書
が

出
さ
れ
る
二
ヶ
月
前
に
誅
伐
さ
れ
た
内
藤
弘
矩
は
、
長
門
国
守
護
代
を
世
襲
す
る

内
藤
氏
の
惣
領
で
大
内
氏
最
有
力
家
臣
の
一
人
で
あ
っ
た
。
前
年
の
秋
に
家
督
を

譲
ら
れ
た
義
興
の
初
政
に
は
有
力
家
臣
の
不
穏
な
動
き
が
表
面
化
し
て
お
り
、
代

替
わ
り
が
決
し
て
順
調
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
な
お
、
弘
矩
が
誅

伐
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
っ
た
が
、
本
文
書
に
よ
り
周
防
国こ

く

衙が（
現
、

防
府
市
）で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
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10　

大
内
義
興
書
状

一
通　

竪
紙　

縦
二
八
・
七
、
横
三
八
・
七

【
釈
文
】

「（
極
札
）

　
　
　

大
内
殿
義
興
公
御
判
形

三
隅
寺　

（
黒
印
）
」

（
印
文「
琴
山
」）

（
興
兼
）

三
隅
事
、
御
和
融
之
儀
任
申
旨
、　

以
告
文
三
ケ
条
自
今
以
後
約
諾
之

趣
、
尤
可
然
存
候
、
然
上
者
諸
篇

深
重
有
相
談
、
弥
別
而
無

御
等
閑
候
者
可
為
祝
着
候
、
此
等
之

　
　
　
　
　
　
　
　
（
弘
依
）

次
第
、
猶
杉
木
工
助
可
申
候
、
恐
々
謹
言
、

（
永
正
四
年
＝
一
五
〇
七
年
）

　

五
月
十
三
日　
　
　
　

義
興（
花
押
）

（
宗
兼
）

　
　
　

益
田
治
部
少
輔
殿

　
　
　

【
解
説
】

　

大
内
義
興
が
、
益
田
宗
兼
が
三
隅
興
兼
と
和
睦
し
た
こ
と
を
褒
め
た
も
の
。

益
田
氏
と
三
隅
氏
は
石
見
国
の
有
力
国
人
。
当
時
、
大
内
氏
は
庇
護
し
て
い
た

亡
命
将
軍
足
利
義
尹（
義
稙

ひ
ろ
よ
り

）を
擁
し
て
上
洛
す
る
た
め
の
準
備
を
進
め
て
お
り
、

影
響
下
に
あ
る
各
地
の
有
力
者
に
私
闘
を
止
め
て
、
義
尹
に
奉
公
す
る
よ
う
求

め
て
い
た
。
義
尹
・
義
興
ら
は
七
ヶ
月
後
に
上
洛
を
開
始
し
た
。
な
お
、
義
興

の
意
を
伝
え
た
杉
弘
依
は
、
代
々
木も

く
の
す
け

工
助
を
名
乗
る
杉
氏
の
有
力
な
一
族
で
、

奉
行
人
や
侍
大
将
を
務
め
た
。
こ
の
杉
氏
は
、
後
年
防
長
に
侵
攻
し
て
き
た
毛

利
氏
と
鞍
掛
城（
現
、
岩
国
市
玖
珂
町
）に
拠
っ
て
戦
っ
た
こ
と
で
著
名
な
杉
隆

泰
の
先
祖
に
当
た
る
。

15

お
お　

う
ち　

よ
し　

お
き　

し
ょ
じ
ょ
う

よ
し
た
だ

よ
し
た
ね

た
か
や
す



11　

大
内
義
隆
袖
判
安
堵
状

一
通　

竪
紙　

縦
三
一
・
〇
、
横
四
二
・
六

【
釈
文
】

（
大
内
義
隆
）

　
（
花
押
）

（
杉
）

父
興
治
一
跡
事
、
任　

去
年
十
一
月
十
五
日
譲
与

状
之
旨
、
杉
孫
六
重
照

可
相
続
之
状
如
件
、

　

（
一
五
五
〇
年
）

（
黒
印
、
印
文
不
詳
）

　

天
文
十
九
年
十
一
月
廿
一
日　
　
　

【
解
説
】

　

大
内
義
隆
が
、
杉
重
照
が
父
興
治
の
跡
を
継
ぐ
こ
と
を
認
め
た
も
の
。
大
内

氏
有
力
家
臣
の
杉
氏
は
、
俗
に
「
八
本
杉
」
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
支
族
が
多
く
、

杉
興
治
・
重
照
父
子
が
ど
の
系
統
の
杉
氏
か
は
わ
か
ら
な
い
。
文
書
の
袖（
右

側
部
分
）に
義
隆
の
巨
大
な
花
押
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
年
月
日
の
末
尾

の
文
字
に
重
ね
て
黒
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
が
、
印
文
や
誰
の
印
か
は
不
明
。
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12　

大
内
義
隆
書
状

　
　
　
　

一
通　

切
紙　

縦
一
九
・
九
、
横
四
七
・
一

【
釈
文
】

〔
陣
〕　　
　
　
　
　

（
筑
前
国
夜
須
・
下
座
郡
）

就
陳
替
之
儀
、
至
秋
月　

（
武
助
）

差
下
貫
越
中
守
候
、
然

者
当
国
之
事
、
堅
固
之

（
秋
月
）

様
種
時
可
申
談
事
肝

（
貫
）

要
候
、
猶
武
助
可
申
候
也
、

謹
言
、

（
天
文
元
年
＝
一
五
三
二
年
）

　

十
二
月
四
日　

義
隆（
花
押
）

（
興
長
）

杉
豊
後
守
殿

【
解
説
】

　

大
内
義
隆
が
、
陣
替
え
の
た
め
に
秋
月（
現
、
福
岡
県
朝
倉
市
）へ
派
遣
し
た

貫
武
助
や
秋
月
種
時
と
相
談
し
て
、
筑
前
国
を
し
っ
か
り
と
守
る
よ
う
杉
興
長

に
伝
え
た
も
の
。当
時
、大
内
勢
は
大
友
氏
と
戦
う
た
め
九
州
へ
出
陣
中
で
あ
り
、

義
隆
自
身
も
長
府（
現
、
下
関
市
）に
在
陣
し
て
い
た
。
杉
興
長
は
筑
前
国
守
護

代
を
世
襲
し
、
代
々
弾
正
忠
・
豊
後
守
を
名
乗
る
杉
氏
の
一
族（
豊
後
守
系
）で
、

杉
氏
一
族
内
で
の
序
列
は
惣
領
家（
伯
耆
守
系
）に
次
い
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。

17

お
お　

う
ち　

よ
し
た
か　

し
ょ
じ
ょ
う

ぬ
き
た
け
す
け

お
き
な
が



13　

大
内
義
隆
自
筆
書
状

一
通　

竪
紙　

縦
二
七
・
〇
、
横
三
九
・
四

【
釈
文
】

「（
極
札
）

　
　

大
内
殿
義
隆
公

書
籍
抄　

（
黒
印
）」

（
印
文「
琴
山
」）

書
藉〔

籍
〕抄

物
之
事
、　

一
日
早
々
所
望
、
家
君
之

賜
蔑
大
焉
、
可
禁
他
之

所
見
之
由
、
得
其
意
候
、

（
勘
解
由
小
路
）

尚
在
康
朝
臣
可
被
達
候
、

未　
　
　

、
不
継
候
、

（
十
一
月
二
十
七
日
）

　
　

黄
鐘
廿
又
七　

義
隆
上

（
宗
尤
、
清
原
宣
賢
）

　
　
　

環
翠
軒
牀
下

【
解
説
】

　

大
内
義
隆
が
、
所
望
し
て
い
た
書
物
の
講
義
録
を
も
ら
っ
た
こ
と
を
環
翠
軒

に
謝
し
た
自
筆
の
礼
状
。
環
翠
軒
宗
尤（
清
原
宣
賢
）は
戦
国
時
代
の
公
卿
・
学

者
で
、
義
隆
の
儒
学
の
師
匠
で
あ
る
清
原
業
賢
の
父
親
に
当
た
る
。
両
者
間
を

仲
介
し
て
い
る
勘か

解で

由の

小こ
う

路じ

在
康
は
大
内
氏
と
親
交
の
あ
っ
た
陰
陽
道
に
精
通

し
た
人
物
。
こ
の
文
書
の
年
代
は
特
定
で
き
な
い
が
、
義
隆
の
筆
跡
か
ら
№
14

と
同
じ
く
比
較
的
若
い
時
期
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

18

お
お　

う
ち　

よ
し　

た
か　

じ　
　

ひ
つ　

し
ょ
じ
ょ
う

か
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け
ん

き
よ
は
ら
の
の
ぶ
た
か

そ
う
ゆ
う

な
り
た
か

お
ん
み
ょ
う
ど
う



14　

大
内
義
隆
自
筆
書
状

一
通　

竪
紙　

縦
二
七
・
一
、
横
三
五
・
二

【
釈
文
】

「（
極
札
）

　
　
　
　

「（
極
札
）

　
　
　
　
　
　
　

大
内
殿
義
隆
卿

隆
尚
着
座
之
事

（
黒
印
）」

（
印
文
不
詳
）

　

大
内
殿

義
隆　
　

之
文
隆
尚　
（
黒
印
）」

（
印
文「
守
村
」）

（
黒
川
）

隆
尚
着
座
之
事
、　

更
不
可
有
相
違
、
以

此
旨
能
可
被
下
聞
候
、

恐
々
謹
言
、

（
天
文
元
年
＝
一
五
三
二
年
）

　

十
一
月
六
日　

義
隆（
花
押
）

（
在
康
）

　
　
　

勘
解
由
小
路
殿

【
解
説
】

　

大
内
義
隆
が
、
黒
川
隆
尚
の
着
座
が
問
題
な
い
旨
を
確
認
す
る
よ
う
勘か

解で

由の

小こ
う

路じ

氏
に
伝
え
た
も
の
。
黒
川
隆
尚
は
宗
像
大
社
大
宮
司
家
の
出
身
で
、
大
内

氏
一
門
の
黒
川
家
の
名
跡
を
継
い
だ
人
物
。
勘
解
由
小
路
氏（
賀
茂
氏
）は
陰
陽

道
に
精
通
し
、
大
内
氏
と
親
交
が
あ
っ
た
。
な
お
こ
の
文
書
は
、
義
隆
26
歳
の

時
に
書
か
れ
た
、
年
代
が
特
定
で
き
る
義
隆
の
自
筆
書
状
と
し
て
は
最
も
若
い

時
期
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
現
在
の
と
こ
ろ
、
自
筆
書
状
に
お
い
て
草
名
体
で

は
な
い
通
常
の
花か

押お
う

を
用
い
て
い
る
唯
一
の
事
例
。

19

お
お　

う
ち　

よ
し
た
か　

じ　
　

ひ
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し
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た
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お
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み
ょ
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ど
う

そ
う
め
ょ
う
た
い



15　

大
内
義
長
感
状

一
通　

切
紙　

縦
一
八
・
二
、
横
四
八
・
九

【
釈
文
】

「（
極
札
）

　
　
　

　

大
内
殿
義
長
公

去
三
月
廿
五
日　

御
判
形　
　
　
　
（
黒
印
）」

（
印
文「
琴
山
」）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
（
長
門
国
）

去
三
月
廿
五
日
・
同
廿
七
日
於
阿
武　

郡
萩
面
動
之
時
、
自
身
遂

防
戦
敵
二
人

不
知

名
字
討
捕
之
、

剰
被
斬
疵
眉
間
、
僕
従
一

人
討
死
之
由
、
郡
司
代

禅
興
寺
永
花
注
進
一
見
了
、

粉
骨
之
次
第
、
感
悦
之

至
也
、
弥
可
励
忠
心
之

状
如
件
、

　
　
（
一
五
五
六
年
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
内
義
長
）

　

弘
治
二
年
六
月
廿
六
日　
（
花
押
）

英
梅
軒

【
解
説
】

　

大
内
氏
最
後
の
当
主
・
義
長
が
、
萩
方
面
で
敵
を
防
い
だ
際
に
、
二
人
の
首

を
討
ち
取
り
、
眉
間
に
疵
を
負
っ
た
英
梅
軒
の
働
き
を
褒
め
た
も
の
。
英
梅
軒

の
こ
う
し
た
戦
功
を
大
内
氏
に
報
告
し
た
の
は
、
「
郡
司
代
」（
阿
武
郡
代
の
代

官
）の
禅
興
寺
永
花
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
戦
っ
た
相
手
は
、
石
見
国
津
和
野（
現
、

島
根
県
津
和
野
町
）を
本
拠
と
す
る
吉
見
氏
の
軍
勢
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

20

お
お　

う
ち　

よ
し
な
が

か
ん
じ
ょ
う

あ
　
ぶ



16　

大
内
氏
奉
行
人
連
署
書
状

一
通　

竪
紙　

縦
二
八
・
五
、
横
四
八
・
二

【
釈
文
】

（
封
紙
ウ
ハ
書
）　

　
　
　

「
（
押
紙
）　
　
　
　
　
　
　
杉
民
部
入
道

杉　

正
長

弘
中
宗
長
連
名
一　
　
　
　

弘
中
越
中
守

厳
島
社
御
師
棚
守
左
近
大
夫
殿　

正
長
」

（
安
芸
国
佐
西
郡
）

平
良
郷
薮
埼　

宮
江
御

太
刀
一
腰
・
御
神
馬
一
疋
月
毛　
　

以
御
寄
進
状
御
宝
納
候
、　

此
等
趣
社
家
存
知
之
方
江

可
被
申
渡
之
旨
候
、
恐
々
謹
言
、

（
天
文
十
年
＝
一
五
四
一
年
）　

（
弘
中
）

　

三
月
五
日　
　
　
　

正
長（
花
押
）

（
杉
興
重
）

宗
長（
花
押
）

厳
島
社
御
師
（
房
顕
）

　
　

棚
守
左
近
大
夫
殿

【
解
説
】

　

大
内
義
隆
の
奉
行
人
が
、
安
芸
国
の
薮
崎
宮
へ
義
隆
が
太
刀
と
神
馬
を
寄
進

し
た
こ
と
を
厳
島
神
社
の
神
官
棚
守
房
顕
か
ら
伝
え
る
よ
う
に
指
示
し
た
も
の
。

日に
っ

下か

に
署
判
し
て
い
る
弘
中
正
長
が
こ
の
時
の「
社
家
申
次
」（
大
内
氏
側
の
厳
島

神
社
担
当
者
）で
あ
り
、
宛
所
の
棚
守
房
顕
は
大
内
氏
や
陶
氏
の
「
御お

師し

」（
信
者

の
た
め
に
祈
祷
を
行
い
、
参
詣
の
際
に
宿
泊
・
案
内
な
ど
の
世
話
を
す
る
神
官
）

で
あ
っ
た
。
杉
宗
長（
俗
名
興
重
）は
、
代
々
兵
庫
助
・
三
河
守
を
名
乗
る
杉
氏

の
有
力
な
一
族
で
、
大
内
氏
の
奉
行
人
を
務
め
た
。

21

お
お　

う
ち　
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ぎ
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17　

大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書

一
通　

竪
紙　

縦
二
八
・
七
、
横
四
二
・
八

【
釈
文
】（

長
門
国
大
津
郡
）

当
寺
領
井
上
村
諸
天
役
事
、
自
末
次

三
郎
次
郎
詮
資
分
領
内
、
相
勤
之
子
細
御
尋
之

処
、
先
給
人
令
寄
進
、
其
領
主
断
絶
之
後
、

寺
務
者
無
相
違
蒙
御
裁
許
、
詮
資
者
以

先
給
人
知
行
之
辻
充
給
之
条
、
寺
家
共
勤

公
役
云　

　

々
、
其
証
拠
者
、
当
寺
事
不
載
郡

帳
之
上
者
、
不
被
及
猶
予
者
也
、
仍
詮
資
知
行

分
者
、
任
現
在
被
減
少
公
事
畢
者
、
自
今

以
後
寺
家
領
段
銭
諸
天
役
以
下
事
、
対
郡　

奉
行
直
可
被
相
勤
之
由
、
依　

仰
執
達
如
件
、

　

（
一
五
三
一
年
）　
　
　
　

　

（
異
筆
）「
相
良
」（
武
任
）

　

享
禄
四
年
十
二
月
十
一
日　

中
務
丞（
花
押
）

（
異
筆
）「
吉
田
」（
興
種
）

　
　
　

左
兵
衛
尉（
花
押
）

（
異
筆
）「
野
田
」（
興
方
）

　
　
　
　
　
　

兵
部
少
輔（
花
押
）

　
　
　

光
教
寺

【
解
説
】

　

大
内
義
隆
の
奉
行
人
が
、
光
教
寺
領
の
井い

上が
み

村（
現
、
長
門
市
油
谷
伊
上
）分

の
租
税
に
つ
い
て
、
末
次
詮
資
の
所
領
か
ら
納
め
て
い
た
実
態
を
改
め
、
今
後

は
寺
が
郡
奉
行
に
対
し
て
直
接
納
め
る
よ
う
に
と
い
う
義
隆
の
意
思
を
伝
え
た

も
の
。
租
税
の
納
入
先
で
あ
る
「
郡
奉
行
」
と
は
、
大
内
氏
の
地
域
支
配
の
要

で
あ
っ
た
郡
代
の
こ
と
。
郡
代
は
、
「
郡
帳
」（
郡
単
位
の
土
地
・
租
税
台
帳
）

の
作
成
・
管
理
、
土
地
や
税
の
分
配
、
郡
内
の
警
察
権
・
治
安
維
持
・
刑
事
裁

判
な
ど
に
携
わ
っ
た
。
光
教
寺
は
井
上
村
に
あ
っ
た
寺
院
だ
が
、
詳
細
は
不
詳
。

22
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18　

大
内
義
弘
安
堵
状

一
通　

竪
紙　

縦
三
一
・
五
、
横
四
二
・
四

【
釈
文
】

長
門
国
大
津
郡
井
上
村
光
孝
寺
敷
地
并

免
田
畠
等
事
、
任
去
暦
応
五
年
二
月
十
五

日
連
署
寄
附
状
、
永
代
知
行
不
可
相
違
之
状

如
件
、

　

（
一
三
九
二
年
）

　

明
徳
三
年
六
月
三
日

（
大
内
義
弘
）

　
　
　

従
四
位
上
行
左
京
権
大
夫
多
々
良
朝
臣（
花
押
）

【
解
説
】

　

大
内
義
弘
が
、
あ
る
人
物
も
し
く
は
組
織
に
光
孝
寺
の
敷
地
や
免
税
地
を
永

久
に
所
有
す
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
。
こ
の
判
断
を
す
る
際
に
先
例
と
な
っ
た

「
暦
応
五
年
二
月
十
五
日
連
署
寄
附
状
」
と
は
、誰
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
不
詳
。 23

お
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毛
利
輝
元
安
堵
状

一
通　

竪
紙　

縦
二
八
・
八
、
横
四
五
・
七

【
釈
文
】

長
州
大
津
郡
井
上
村
光

孝
寺
住
持
職
之
事
、
以
先

証
之
旨
令
裁
許
所
也
者
、
早

守
先
例
全
可
寺
務
之
状

如
件
、

（
一
五
六
七
年
）

永
禄
十

　

十
一
月
十
六
日　

輝
元（
花
押
）

　
　
　
　

当
住
玄
授

【
解
説
】

　

毛
利
輝
元
が
、
光
孝
寺
の
現
住
持
で
あ
る
玄
授
が
引
き
続
き
同
寺
の
住
持
を

務
め
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
。
年
号
が
月
日
と
同
じ
行
で
は
な
く
、
そ
の
右
脇

に
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
か
ら
書
き
入
れ
た
も
の
で
は
な
く
当
初
か

ら
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る（
付つ

け

年ね
ん

号ご
う

）。
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20　

榎
本
元
吉
書
状

一
通　

折
紙　

縦
三
一
・
九
、
横
五
〇
・
〇

【
釈
文
】

預
貴
札
候
、
畏
入

存
候
、
仍
御
懇
祈
之
趣
、

被
仰
置
候
、
尤
ニ

存
候
、

吾
等
所
迄
御
久
米
被

懸
御
意
候
、
忝
頂
戴

仕
候
、
此
表
弥
御
無
事
候

条
、
可
御
心
安
候
、
猶
期　
　
　
　

後
喜
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　

榎
中
太

　

卯
月
四
日　
　

元
吉（
花
押
）

　
　
　
（
元
行
）

棚
守
左
近
衛
将
監
殿

御
返
報

』

【
解
説
】

　

榎
本
元
吉
が
、
安
芸
厳
島
神
社
神
官
の
棚
守
元
行
か
ら
毛
利
氏
の
た
め
に
祈

祷
を
行
っ
た
報
告
を
受
け
、
久く

米ま
い（

供
米
。
神
仏
に
供
え
た
の
ち
、
下
げ
た
米
）

を
個
人
的
に
も
受
け
取
っ
た
礼
を
述
べ
た
も
の
。
榎
本
元
吉
は
、
毛
利
輝
元
・

秀
就
に
仕
え
、
萩
藩
の
当
職
な
ど
を
務
め
た
毛
利
氏
の
重
臣
。
な
お
こ
の
文
書

は
、
元
吉
の
官か

ん

途と

が
「
中
太
」（
中な

か

務つ
か
さ
の

大た
い

輔ふ

）で
あ
る
こ
と
か
ら
慶
長
二
年

（
一
五
九
七
）以
降
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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21　

杉
重
信

重矩
書
状

一
通　

切
紙　

縦
一
六
・
三
、
横
三
六
・
〇

【
釈
文
】

「（
極
札
）

　
　
　

杉
伯
耆
守
殿
重
信

去
九
月
十
八
日　

（
黒
印
）」

（
印
文「
琴
山
」）

去
九
月
十
八
日
於
筑
後
国

生
葉
郡
星
野
常
陸
介

親
忠
里
城
大
生
寺
合

戦
之
時
、
粉
骨
之
次
第
令

達　

上
聞
之
処
、
被
成

遣　

御
感
状
候
、
誠
高
名

至
、
無
比
類
候
、
弥
忠
節　

肝
要
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
異
筆
）

（
天
文
三
年
＝
一
五
三
四
年
）「
杉
伯
耆
守
」

　

十
一
月
三
日　
　
　

重
信（
花
押
）

　

金
子
平
五
郎
殿

（
裏
）（
印
文
不
詳
）

「（
黒
印
）」

【
解
説
】

　

杉
重
信（
重
矩
）が
、
筑
後
国
大
生
寺（
現
、
福
岡
県
う
き
は
市
）合
戦
に
お
け

る
金
子
平
五
郎
の
働
き
を
大
内
義
隆
が
褒
め
た
旨
を
伝
え
た
も
の
。
こ
の
戦
い

で
杉
重
信
率
い
る
大
内
勢
は
大
友
方
の
星
野
親
忠
を
討
ち
取
っ
て
お
り
、
金
子

氏
は
杉
氏
の
指
揮
下
に
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
杉
重
信
は
、
豊
前
国
守
護

代
を
世
襲
し
、
代
々
七
郎
・
伯
耆
守
を
名
乗
る
杉
氏（
伯
耆
系
）で
、
杉
氏
一
族

の
惣
領
と
さ
れ
て
い
る
。
杉
孫
七
郎
が
継
い
だ
杉
家
の
直
接
の
先
祖
に
あ
た
る
。
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22　

杉
弘
相
書
状

一
通　

切
紙　

縦
一
六
・
三
、
横
四
八
・
一

【
釈
文
】

「（
極
札
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

杉
次
郎
左
衛
門
尉
殿
弘
相
公
方
様　

（
黒
印
）」

（
印
文「
琴
山
」）

　
（
端
裏
切
封
）

　
　

「（
墨
引
）」

（
足
利
義
尹
、
義
稙
）

公
方
様
至
当
国
就
被
遷

御
座
候
、
可
有
参
候
之
通
、

（
貞
仍
）

一
色
豆
州
・
伊
勢
総
州
奉
書

（
大
内
義
興
）

并
左
京
大
夫
書
札
等
以

飛
脚
上
進
候
、
早
々

可
被
進
御
請
文
之
由
、
可

申
入
之
旨
候
、
恐
々
謹
言
、

（
明
応
九
年
＝
一
五
〇
〇
年
）

　

二
月
六
日　
　

弘
相（
花
押
）

（
元
貞
）

天
野
堀
式
部
大
輔
殿

御
宿
所

　
　
　
　
　

【
解
説
】

　

杉
弘
相
が
、
周
防
国
に
下
向
し
た
足
利
義よ

し

尹た
だ（

義よ
し

稙た
ね

）の
許
へ
参
上
す
る
よ
う
に

安
芸
国
人
の
天
野
元
貞
に
伝
え
、
そ
の
命
に
対
す
る「
請う

け

文ぶ
み

」（
履
行
を
約
束
す
る
承

諾
書
）の
提
出
を
求
め
た
も
の
。
足
利
義
尹
は
室
町
幕
府
一
〇
代
将
軍
で
、
当
時
将

軍
の
座
を
追
わ
れ
、
復
権
を
目
指
し
て
大
内
氏
を
頼
っ
て
き
た
。
杉
弘
相
は
、
代
々

小
次
郎
・
次
郎
左
衛
門
尉
を
名
乗
る
杉
氏
の
有
力
な
一
族
で
、
こ
の
時
は
東と

う

西さ
い

条じ
ょ
う

代
官
と
し
て
安
芸
国
人
ら
を
統
率
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
天
野
元
貞
は
安
芸
国
志し

芳わ

堀ほ
り（

現
、
広
島
県
東
広
島
市
）を
本
拠
と
す
る
安
芸
国
人
の
一
人
で
、
後
の
右
田

毛
利
氏
へ
連
な
る
志し

芳わ

東ひ
が
し（

同
）の
天
野
氏
と
は
別
系
統
。
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